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農政農政

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て

市
で
は
、「
農
業
振
興
地
域
の
整
備

に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
農
業

振
興
地
域
整
備
計
画
を
定
め
、
農
業

の
振
興
を
図
る
べ
き
地
域
と
し
て

「
農
用
地
利
用
計
画
」
を
定
め
て
い
ま

す
。農

用
地
区
域
内
の
農
地
を
優
良
農

地
と
し
て
保
全
し
、
転
用
等
に
よ
る

非
農
業
的
な
土
地
利
用
を
厳
し
く
規

制
し
て
い
る
こ
の
計
画
は
、
現
時
点

で
、
合
併
前
の
旧
市
町
ご
と
の
９
つ

あ
り
、
そ
れ
を
一
本
化
す
る
た
め
の

見
直
し
を
、
今
年
度
か
ら
２
か
年
か

け
て
行
う
予
定
で
す
。

現
在
、
農
用
地
区
域
へ
の
編
入
、

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
、
ま
た
は

用
途
区
分
の
変
更
の
要
望
に
つ
い
て
、

関
係
自
治
会
に
照
会
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
計
画
の
見
直
し
が
完
了
す
る

ま
で
の
間
、
個
別
の
変
更
申
請
の
受

付
を
休
止
し
ま
す
の
で
、
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
農
政
課
へ
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
と
は
？

市
内
の
農
業
を
め
ぐ
る
状
況
は
、

急
激
な
兼
業
化
が
進
み
、
高
齢
化
と

後
継
者
不
足
に
加
え
耕
作
放
棄
地
が

増
加
す
る
な
ど
、
将
来
展
望
が
描
き

に
く
く
な
っ
て
お
り
、「
人
と
農
地
」

の
課
題
を
抱
え
る
地
域
が
増
え
て
き

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
地
域
に
暮
ら
す

農
家
の
皆
さ
ん
に
、
地
域
農
業
を
だ

れ
が
担
い
、
け
ん
引
し
て
い
く
の
か
、

ま
た
、
そ
れ
ら
の
農
家
へ
ど
の
よ
う

に
農
地
を
集
積
し
て
い
く
の
か
、
と

い
っ
た
地
域
農
業
の
将
来
像
・
未
来

の
設
計
図
を
描
い
て
い
た
だ
く
も
の

が
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
で
す
。

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
に
位
置
付

け
ら
れ
る
と
、
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
、
下
記
の
「
青
年
就
農
給
付
金
」

や

「
農
地
集
積
協
力
金
」（
中
心
と

な
る
経
営
体
に
農
地
を
提
供
す
る
方

へ
の
支
援
）、「

ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
の

当
初
５
年
間
無
利
子
化
」（
認
定
農
業

者
へ
の
支
援
）
と
い
っ
た
国
の
支
援

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
地
域
で
の
話
し
合
い
」
が
前
提
！

で
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
を

す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
？

ま
ず
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
に
は

「
地
域
で
の
話
し
合
い
」
が
必
要
不
可

欠
と
な
り
ま
す
。
地
域
が
抱
え
て
い

る
人
と
農
地
の
現
状
や
問
題
を
把
握

し
、
共
通
認
識
し
た
う
え
で
、
課
題

解
決
に
向
け
た
具
体
的
な
方
法
を
話

し
合
っ
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
プ
ラ
ン
の
区
域
は
集
落
ご

と
が
基
本
で
す
が
、
近
隣
集
落
と
の

合
同
作
成
や
学
校
区
単
位
な
ど
広
域

で
の
作
成
も
可
能
で
す
。

ま
た
、
こ
の
話
し
合
い
は
地
域
の

将
来
に
関
す
る
重
要
な
も
の
で
す
か

ら
、
主
体
と
な
る
農
業
者
の
み
な
ら

ず
、
女
性
や
若
い
世
代
と
い
っ
た
家

族
、
地
域
の
関
係
者
な
ど
も
積
極
的

に
話
し
合
い
に
参
加
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
際
、
県
・
市
行
政
や
Ｊ
Ａ
の

担
当
者
な
ど
が
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し

て
地
域
の
意
向
を
集
約
、
調
整
し
て

ま
と
め
る
立
場
に
な
り

ま
す
。

そ
の
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
最
も
ふ
さ
わ
し

い
方
法
で
、
最
後
ま
で

有
意
義
な
話
し
合
い
が

で
き
る
よ
う
、
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
き
ま
す
。

個
別
の
変
更
申
請
の
受
付
は
休
止
し
て
い
ま
す

■問
農
政
課
（
7
６
５
―
６
５
２
２
）

農用地に関する留意事項
【農用地区域への編入】
・次の農地は、出来るだけ農用地区域へ編入してください。
○10ha以上の集団的にまとまりのある農地
○「中山間地域等直接支払制度」、「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」や国の補助対象とな
る農地（※青地農地が補助対象となるため）

【用途区分の変更】
・農作業場や農業用格納庫など、農業用施設を新設する場合や移転する場合には、用途を農地から農
業用施設用地に変更する必要があります。（※ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽは農地のままでも可）

【農用地区域からの除外】
・農用地区域除外は、社会情勢の変化等に伴いやむを得ない事情などを勘案し、便宜的に手続きを行
っていますが、次の５つの要件のすべてを満たしている土地であることが条件となっています。た
だし、申出されても除外等変更が出来ないこともあります。
①農用地区域以外に代替する土地がないこと
②変更後、農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支
障を及ぼすおそれがないこと

③変更後、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れが
ないこと

④変更後、土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
⑤土地改良事業の実施地である場合、事業完了後８年を経過した土地であること

関係者（県・市・ＪＡ）が
アドバイザーとして伺います
■問農政課（7６５－６５２２）

45歳未満で独立･自営就農する農業者に対し、年間150万円（最長５年間）
を給付する「青年就農給付金 経営開始型」の制度が国により創設されました。
ただし、半期毎の支払いとなるため今年度は原則75万円の支給となります。

平成24年度に給付対象となる人は、平成20年４月以降に独立就農をされた人で、「人・農
地プラン」に位置付けられている、もしくは位置づけられることが確定である人です。
給付を受けるためには、給付要件を満たし、市へ所定の「経営開始計画」を提出いただく

必要があります。また、予算に限度がありますので必ず給付されるものではありません。

※用紙は農政課または北部振興局で配布します。11月末までに必要書類を提出ください。
給付要件など詳しくは農政課（7６５－６５２２）まで。

「青年就農給付金」の給付について


